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(57)【要約】
【課題】ウエハの剥離面を劣化させることなく、ウエハを支持する支持板をウエハから剥
離する処理を実現する支持板剥離装置を提供する。
【解決手段】本発明に係る支持板剥離装置は、薄化されたウエハからウエハを支持する支
持板を剥離させて、ウエハの剥離面を洗浄液で洗浄した後、当該剥離面に残留する接着剤
を除去する除去手段を備えていることを特徴とし、洗浄液では除去しきれなかったウエハ
の剥離面の接着剤を除去し、剥離工程を良好に完了させることができる支持板剥離装置で
ある。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接着剤によって支持板に貼着されたウエハを当該支持板から剥離するための剥離手段と
、当該剥離手段によって剥離された上記ウエハにおける上記支持板と対向する面に付着し
ている上記接着剤を、溶剤で洗浄する洗浄手段とを備えた支持板剥離装置であって、
　上記洗浄手段によって洗浄された後の上記ウエハにおける当該面に残留している接着剤
を、ドライ処理によって除去する除去手段を更に備えていることを特徴とする支持板剥離
装置。
【請求項２】
　上記除去手段は、上記ウエハにおける当該面に対して、紫外線処理、プラズマ処理また
はオゾン処理を施すことによって、残留している接着剤を除去するように構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の支持板剥離装置。
【請求項３】
　上記除去手段は、上記プラズマ処理として酸素プラズマを発生させるように構成されて
いることを特徴とする請求項２に記載の支持板剥離装置。
【請求項４】
　剥離対象となる上記ウエハにおける当該面の裏面には、ダイシングフレームによって保
持されたダイシングテープが貼着されると共に、上記ウエハの厚さが、０を越え、１５０
μｍ以下であることを特徴とする請求項１から３までの何れか１項に記載の支持板剥離装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接着剤によってウエハに貼着された支持板を当該ウエハから剥離する支持板
剥離装置に関し、より詳細には、支持板が剥離された後のウエハの剥離面に残留している
接着剤を除去する除去手段を備えた支持板剥離装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、デジタルＡＶ機器およびＩＣカード等の高機能化に伴い、搭載される半導体
シリコンチップ（以下、チップ）を小型化および薄板化することによって、パッケージ内
にチップを高集積化する要求が高まっている。パッケージ内のチップの高集積化を実現す
るためには、チップの厚さを１５０μｍ以下にまで薄くする必要がある。
【０００３】
　しかしながら、チップのベースとなる半導体ウエハ（以下、ウエハ）は、研削すること
により肉薄となるため、その強度は弱くなり、ウエハにクラックまたは反りが生じやすく
なる。また、薄化することによって強度が弱くなったウエハを自動搬送することは困難で
あるため、人手によって搬送しなければならず、その取り扱いが煩雑であった。
【０００４】
　そのため、研削するウエハに支持板（以下、サポートプレート）と呼ばれる、ガラス、
硬質プラスチック等からなるプレートを貼り合わせることによって、ウエハの強度を保持
し、クラックの発生およびウエハの反りを防止するウエハサポートシステムが開発されて
いる。ウエハサポートシステムによりウエハの強度を維持することができるため、薄化し
た半導体ウエハの搬送を自動化することができる。
【０００５】
　ウエハとサポートプレートとは、粘着テープ、熱可塑性樹脂、接着剤等を用いて貼り合
わせられている。その後、ウエハをダイシングする前にサポートプレートをウエハから剥
離する。ウエハとサポートプレートとの貼り合わせに粘着テープを用いる場合は、ウエハ
をサポートプレートから引き剥がす、熱可塑性樹脂を用いる場合は樹脂を加熱して樹脂を
溶解させる、接着剤を用いる場合は溶解液を用いて接着剤を溶解させること等によって、
ウエハをサポートプレートから剥離する。たとえば、特許文献１には、接着剤を用いてウ
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エハとサポートプレートとを貼り合わせ、溶剤により接着剤を溶解させてウエハをサポー
トプレートから剥離する技術が開示されている。サポートプレートを剥離する際には、サ
ポートプレートがその最上に位置するよう積層体を保持し、サポートプレートの貫通孔を
介して基板とサポートプレートとを貼りつけている接着剤を溶解する溶剤が供給される。
【０００６】
　上述のように、ウエハをサポートプレートから剥離する際には、ウエハの膜厚に応じて
、ウエハの他方の面を、ダイシングテープなどの他の支持体に貼り合わせた後に剥離が行
われる。これは、ウエハの膜厚が小さいため、ウエハ自体の強度が低く、クラックが生じ
やすいためである。つまり、ダイシングテープ、ウエハおよびサポートプレートからなる
積層体を一旦形成した後に、サポートプレートからウエハが剥離されることになる。
【特許文献１】特開２００６－１３５２７２号公報（２００６年５月２５日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のようにサポートプレートがウエハから剥離されると、当該ウエハの剥離面を、洗
浄液を用いて洗浄することが知られている。これにより、従来は、溶剤によって溶解しき
れずに残っている接着剤を取り除くことができると考えられていた。ところが、今回、本
願発明者らは、洗浄液によって洗浄した後もなお、接着剤が、ウエハの剥離側の面に残っ
てしまう傾向があることを見出した。このような接着剤の残渣は、ますます高性能化が求
められているウエハにとって、性能の向上を大きく妨げる原因となる。
【０００８】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、サポートプレー
トを剥離し、洗浄液によって洗浄した後もなおウエハの剥離面に残っている接着剤を、当
該剥離面から除去することが可能な支持板剥離装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明にかかる支持板剥離装置は、接着剤によって支持板に貼着されたウエハを当該支
持板から剥離するための剥離手段と、当該剥離手段によって剥離された上記ウエハにおけ
る上記支持板と対向する面に付着している上記接着剤を、溶剤で洗浄する洗浄手段とを備
えた支持板剥離装置であって、上記洗浄手段によって洗浄された後の上記ウエハにおける
当該面に残留している接着剤を、ドライ処理によって除去する除去手段を更に備えている
ことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明にかかる支持板剥離装置によれば、接着剤層を溶解して、ダイシングテープに固
定された薄化されたウエハからサポートプレートを剥離し、その後に、洗浄液による洗浄
によっても除去しきれなかった接着剤の残渣を、除去手段によるドライ処理によって除去
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　〔第１の実施形態〕
　以下、図面を参照しつつ本発明に係る支持板剥離装置の一実施形態について説明する。
【００１２】
　本実施形態における支持板剥離装置（以下、サポートプレート剥離装置）は、接着剤に
よって支持板（以下、サポートプレート）に貼着されたウエハを当該サポートプレートか
ら剥離するための剥離手段と、当該剥離手段によって剥離された上記ウエハにおける上記
サポートプレートと対向する面に付着している上記接着剤を、溶剤で洗浄する洗浄手段と
、上記洗浄手段によって洗浄された後の上記ウエハにおける当該面（以下、剥離面）に残
留している接着剤を、ドライ処理によって除去する除去手段とを備えている。
【００１３】
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　以下では、先ず、本実施形態のサポートプレート剥離装置によって剥離されるサポート
プレートを有した処理対象積層体について説明する。
【００１４】
　＜処理対象積層体＞
　図１（ａ）及び（ｂ）は、処理対象積層体の構成を示した図であり、図２は、処理対象
積層体の形成工程を説明した図である。
【００１５】
　図１（ａ）は、処理対象積層体６の斜視図である。図１（ｂ）は、図１（ａ）に示した
切断線Ａ－Ａ’において、処理対象積層体６を切断した状態を示す矢視断面図である。処
理対象積層体６は、図１（ｂ）に示すように、ウエハＷと、サポートプレート２と、接着
剤層３と、ダイシングテープ４と、ダイシングフレーム５とを有している。ウエハＷが、
接着剤層３によってサポートプレート２に貼着されている。具体的には、次の通りである
。
【００１６】
　ウエハＷは、サポートプレート２を貼着する面に回路（素子）が形成された基板であり
、半導体などの従来周知の材質の基板を用いることができる。ウエハＷの膜厚は、後述す
る研削処理が施されて薄化され、０μｍを超え、１５０μｍ以下となっている。好ましく
は、１０～１５０μｍの範囲である。
【００１７】
　サポートプレート２は、厚膜のウエハから薄化されたウエハＷを形成する工程でウエハ
Ｗを支持する役割を果たす部材である。サポートプレート２は、例えば、図１（ａ）及び
（ｂ）に示すようにウエハＷよりも径が大きく（半径２ｍｍ）、厚み５００～１０００μ
ｍの鉄－ニッケル合金（ニッケル３６％の合金：インバー）を用いることができる。しか
しながら、本発明はこれに限定されるものではなく、例えばウエハＷと同径としたもので
あってもよく、また、材質をセラミックスやガラスとしたものであってもよい。
【００１８】
　サポートプレート２には、図１（ｂ）に示すように、サポートプレート２を厚さ方向に
貫通する貫通穴２ａが複数設けられている。貫通穴２ａは、ウエハＷに貼着されたサポー
トプレート２をウエハＷから剥離する際に、接着剤層３を溶解させるための溶剤をサポー
トプレート２とウエハＷとの間の接着剤層３に供給するための穴である。貫通穴２ａは、
例えば、直径０．５ｍｍで、サポートプレート２に０．７ｍｍピッチで形成されている。
貫通穴２ａの直径及び形成ピッチは上記のものに限定されるものではないが、直径０．３
ｍｍ～０．５ｍｍ、貫通孔のピッチとしては０．５ｍｍ～１．０ｍｍが適当である。
【００１９】
　ダイシングテープ４は、ベースフィルムが、ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）やポリオレフィ
ン、ポリプロピレン等の樹脂フィルムが用いられ、その片面には、ウエハＷを貼り着ける
ことができるように粘着層が形成されている。また、図１（ｂ）に示すように、ダイシン
グテープ４は、後述するウエハＷと比して、その表面積が大きい。そのため、ダイシング
テープ４の上にウエハＷを貼り着けたとき、ウエハＷの外縁にダイシングテープ４の一部
が露出することになる。
【００２０】
　ダイシングフレーム５は、ダイシングテープ４の弛みを防止する役割を果たす。
【００２１】
　次に、処理対象積層体６の形成工程について説明する。
【００２２】
　処理対象積層体６の形成にあたっては、図２に示すように、先ず、ウエハＷにおけるサ
ポートプレート貼着面（のちの剥離面）Ｗ－ａに接着剤液３’を塗布する（図２の（ａ）
）。塗布には例えばスピンナーを用いることができるが、これに限定されるものではない
。接着剤液としては、後述する剥離処理に用いられる溶剤に対して、サポートプレート２
を剥離することができる程度の溶解性を有するものであるとともに、後述するような、剥
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離後のウエハの剥離面に残留する接着剤を除去する処理によって除去することができる性
質のものであればよい。具体的には、ノボラックタイプのフェノール樹脂系材料系接着剤
、アクリル樹脂系接着剤、あるいはポリビニールアルコール系接着剤などを用いることが
できる。
【００２３】
　次いで、上記の接着剤液を予備乾燥させて流動性を低減させ、接着剤層３としての形状
維持を可能とする。予備乾燥にはオーブンを用いて例えば８０℃で５分間加熱する。接着
剤層３の厚みはウエハＷの表面に形成した回路の凹凸に応じて決定する。尚、一回の塗布
では必要な厚みを出せない場合には、塗布と予備乾燥を複数回繰り返して行なう。この場
合、最上層以外の接着剤層の予備乾燥は接着剤に流動性を残さないように乾燥の度合いを
強める。
【００２４】
　以上によって所定厚みの接着剤層３が形成されたウエハＷに、サポートプレート２を貼
り付ける（図２の（ｂ））。ウエハＷとサポートプレート２との貼り付けは、貼付け機を
用いて行なうことができる。貼付け機の構成は特に限定されるものでないが、ウエハＷと
サポートプレート２とを互いに所定の位置に対向配置して、押圧することによって、貼り
合わせるように構成されていればよい。また、貼付け機には、押圧時にサポートプレート
２を加熱するための手段が設けられていても良い。
【００２５】
　次に、ウエハＷの裏面Ｗ－ｂをグラインダー１０で研削することによって、ウエハＷの
薄板化を行なう（図２の（ｃ））。
【００２６】
　薄板化したウエハＷの裏面Ｗ－ｂに必要に応じて回路などを形成した後、当該裏面Ｗ－
ｂをダイシングテープ４と対向させて、ダイシングテープ４上に固定する（図２の（ｄ）
）。
【００２７】
　以上のような構成の処理対象積層体を、本実施形態におけるサポートプレート剥離装置
は処理対象とする。
【００２８】
　次に、このサポートプレート剥離装置の構成を説明するとともに、その剥離処理につい
て説明する。
【００２９】
　＜サポートプレート剥離装置＞
　図３は、本実施形態のサポートプレート剥離装置の構成を示す図である。サポートプレ
ート剥離装置は、図１（ａ）及び（ｂ）に示した、薄化されたウエハＷの剥離面Ｗ－ａに
貼着されたサポートプレート２を当該ウエハＷから剥離するために用いられる。そのため
、サポートプレート剥離装置８０は、図３に示すように、処理対象積層体６が収納されて
いる処理対象積層体収納部２０と、剥離手段３０と、搬送手段４０と、洗浄手段５０と、
除去手段６０と、を少なくとも備えている。
【００３０】
　（剥離手段）
　上記剥離手段３０は、接着剤層３を溶解することができる溶剤を接着剤層３に供給する
ための構成であるとともに、接着剤層３が溶解した後、もしくは接着力を十分に低下させ
た後に、図１の（ｂ）に示した薄板化されたウエハＷの剥離面Ｗ－ａに貼着されたサポー
トプレート２を、当該剥離面Ｗ－ａから剥離する。
【００３１】
　具体的には、剥離手段３０は、溶解処理体３０ａと、サポートプレート搬送体３０ｂと
を有している。
【００３２】
　溶解処理体３０ａは、溶剤注入プレート３２と、溶剤注入プレート３２を保持し、上下
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方向への移動を可能にする保持移動手段３４と、処理対象積層体６が載置される処理台３
６を含む。さらに、図１に示すように、平面視したときに、溶剤注入プレート３２が、処
理台３６と重ならない位置で、待機することができるよう、溶剤注入プレート３２の平面
内（水平面内）における移動を可能にする水平移動手段３８と、を含むことが好ましい。
この態様によれば、処理対象積層体６が処理台３６に置かれた場合に、意図しない溶剤の
供給が起きることを抑制することができる。
【００３３】
　つまり、溶剤注入プレート３２は、処理対象積層体６が、処理台３６上に配置される前
は、処理位置とは異なる待機位置３９で待機しており、処理対象積層体６が処理台３６に
配置された後に、水平移動手段３８により処理対象積層体６の真上に移動し、ついで、保
持移動手段３４により、処理対象積層体６との離間距離が適切な距離になるよう移動され
処理が行なわれる。
【００３４】
　溶剤注入プレート３２は、処理対象積層体６と対応する対向面を有し、対向面には、サ
ポートプレート２の貫通穴を介して溶剤を供給するための溶剤供給孔（図示せず）と、供
給した溶剤を吸引するための溶剤吸引孔（図示せず）とが設けられている。このとき、溶
剤注入プレート３２は、平面視したときにサポートプレート２の外側において露出してい
るダイシングテープ４（図１（ｂ）参照）に溶剤が付着することのないよう、溶剤を供給
できる限り、その構造に特に制限はない。たとえば、対向面において、中心に溶剤供給孔
を、中心から最も離れた位置に上述の溶剤吸引孔をそれぞれ設けて、溶剤を供給しつつ、
吸引することでダイシングテープ４に付着しないようにすることができる。他の例として
は、溶剤注入プレート３２の外周に処理対象積層体６との距離を縮めるよう凸部を設ける
ことで、溶剤の飛散を物理的に抑制することもできる。また、溶剤注入プレート３２には
、接着剤への溶剤の浸透を促進するため、超音波発生器が取り付けられていてもよい。
【００３５】
　ウエハＷから剥離可能な状態になったサポートプレート２は、上記サポートプレート搬
送体３０ｂによって、サポートプレートを収納するためのサポートプレート収納部７０に
搬送される。
【００３６】
　溶剤としては、接着剤液に使用されている溶剤のような従来周知ものを使用することが
でき、例えば、水；アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、メチルイソアミ
ルケトン、２－ヘプタノンなどのケトン類；エチレングリコール、エチレングリコールモ
ノアセテート、ジエチレングリコール、ジエチレングリコールモノアセテート、プロピレ
ングリコール、プロピレングリコールモノアセテート、ジプロピレングリコールまたはジ
プロピレングリコールモノアセテートのモノメチルエーテル、モノエチルエーテル、モノ
プロピルエーテル、モノブチルエーテルまたはモノフェニルエーテルなどの多価アルコー
ル類およびその誘導体；ジオキサンのような環式エーテル類；および乳酸メチル、乳酸エ
チル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、メ
トキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチルなどのエステル類、またはこれ
らの混合物などを挙げることができる。これらは接着剤に応じて用いればよい。特に、ア
クリル系接着剤を用いている場合には、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ
ート（ＰＧＭＥＡ）、2-ヘプタノン（MAK）を溶剤として用いることが好ましく、ポリビ
ニルアルコール系接着剤を用いている場合には水を溶剤として用いることが好ましい。
【００３７】
　尚、処理効率を向上させるため、溶解処理体３０ａは、サポートプレート剥離装置に複
数設けられていることが好ましい。また、複数設けられる場合には、効率のよい処理を行
なうために、溶解処理体３０ａ同士を、図３に示すように搬送手段４０の走行路４６を挟
むように配置するのが好ましい。
【００３８】
　このように剥離手段３０によってサポートプレート２が剥離されたウエハＷは、搬送手
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段４０によって、洗浄手段５０へと搬送される。ここで、搬送手段４０について説明する
。
【００３９】
　（搬送手段）
　搬送手段４０は、処理対象積層体６を保持して剥離手段３０へ搬送する機能、ウエハＷ
を剥離手段３０から洗浄手段５０へ搬送する機能、及び、ウエハＷを洗浄手段５０から除
去手段６０へ搬送する機能を有する。
【００４０】
　搬送手段４０は、搬送ロボット４２と、直線走行を実現するための走行路４６を有する
。搬送ロボット４２は、具体的には、搬送ロボット４２の軸を中心として回転可能であり
、２つの連結アーム４４ａおよびハンド４４ｂを有する。連結アーム４４ａは、関節での
回転動作により伸縮動作をする。ハンド４４ｂは、連結アーム４４ａの先端に設けられ、
処理対象積層体６またはウエハＷを保持する役割を果たす。搬送ロボット４２は、連結ア
ーム４４ａの伸縮動作と軸４２ａを中心とした回転動作とにより、水平面内での処理対象
積層体６またはウエハＷの移動を可能にする。
【００４１】
　次に、洗浄手段５０について説明する。
【００４２】
　（洗浄手段）
　上記洗浄手段５０は、第１洗浄ユニット５２および第２洗浄ユニット５４を有する。
【００４３】
　第１洗浄ユニット５２は、ウエハＷ上に存在している接着剤の残りを除去することを主
な目的とし、第２洗浄ユニット５４では、さらなる洗浄および乾燥を行なうことを主な目
的としている。このように、洗浄ユニットを複数設けることにより、より高度な洗浄（清
浄な面を得るための洗浄）を実現することができる。
【００４４】
　第１洗浄ユニット５２は、洗浄プレート５６と、洗浄プレート５６を保持し、上下方向
に移動可能な保持移動手段５７と、を含む。洗浄プレート５６は、ウエハＷの処理面と対
向する面を有する対向プレートである。対向面には、洗浄液をウエハＷに供給するための
洗浄液供給孔（図示せず）と、供給した洗浄液を吸引するために洗浄液吸引孔（図示せず
）が設けられている。また、洗浄プレート５６の対抗面は、ウエハＷの処理面とほぼ同形
の大きさを有することが好ましい。これにより、ウエハＷの処理面の全面に対して同時に
洗浄処理を行なうことができ、効率よく、面内におけるむらのない洗浄処理を行なうこと
ができる。
【００４５】
　第１洗浄ユニット５２での処理は、ウエハＷと洗浄プレート５６とを、向かい合わせた
後、洗浄液を供給（滴下）しつつ、吸引を同時に行なえばよい（洗浄処理）。これにより
、洗浄液がダイシングテープに飛散することを抑制することができる。洗浄液としては上
記溶剤から好ましいものを用いればよい。
【００４６】
　また、第１洗浄ユニット５２は、剥離手段３０と同様に、水平移動可能な水平移動手段
５８を含むことが好ましい。このように水平移動手段５８を有することにより、平面視し
たときに、処理台５５と重ならない位置で洗浄プレート５６を待機させることができる。
本実施形態では、水平移動手段が、直線の走行路５８ａと、走行路５８ａに沿った移動機
構を有する場合を例示する。しかし、水平移動手段としては、待機位置と処理位置との間
で洗浄プレート５６を移動することができる限り、これに限定されるものではない。
【００４７】
　第２洗浄ユニット５４は、第１洗浄ユニット５２において、洗浄が終了したウエハＷを
さらに洗浄し、最終的には乾燥させる役割を果たす。第２洗浄ユニット５４は、カップ洗
浄を実行できる構成を有する限り、特に限定されることはない。
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【００４８】
　第１洗浄ユニット５２から第２洗浄ユニット５４へのウエハＷの搬送も、上記搬送手段
４０によって行なう。そして、第２洗浄ユニット５４による処理が完了したウエハＷは、
搬送手段４０によって保持され、除去手段６０に搬送される。
【００４９】
　剥離手段３０及び洗浄手段５０による、ここまでの処理によって、サポートプレート２
をウエハＷの剥離面Ｗ－ａから剥離することができ、サポートプレート２とウエハＷとの
間の接着剤層３は、ウエハＷの剥離面Ｗ－ａからある程度取り除かれた状態を実現するこ
とができる。ところが、本願発明者らは、ウエハＷの剥離面Ｗ－ａに、上記洗浄液による
洗浄でも取り除くことができない接着剤層３由来の接着剤があり、これがウエハＷの性能
向上の妨げとなっていることを見出した。そこで、図３に示す除去手段６０を具備するこ
とによって、ウエハＷの剥離面Ｗ－ａに残留している接着剤を除去することに成功し、本
発明を完成させた。
【００５０】
　（除去手段）
　上記除去手段６０は、上記洗浄手段５０による洗浄後に、ウエハＷの剥離面Ｗ－ａに残
留している接着剤を、ドライ処理によって除去するように構成されている。
【００５１】
　図４に示すように、除去手段６０は、上記洗浄手段５０による洗浄後にウエハＷの剥離
面Ｗ－ａに対して、プラズマ処理を行なうことができるように構成されている。
【００５２】
　具体的には、除去手段は、酸素プラズマを発生させて、ウエハＷの剥離面Ｗ－ａに残留
している接着剤を除去する（除去処理）。尚、本発明は、酸素プラズマに限定されるもの
ではないが、除去効率が高いため、酸素プラズマを用いることが好ましい。
【００５３】
　このように除去手段によって、ウエハＷの剥離面Ｗ－ａに残留している接着剤が除去さ
れると、図示しないダイシング装置によってダイシングされ、個々のチップとなる。
【００５４】
　尚、本実施形態のサポートプレート剥離装置は、さらに、図３に示すように、位置合せ
部７１を備えていても良い。位置合せ部７１は、処理対象積層体収納部２０から取り出し
た処理対象積層体６を剥離手段３０に搬送する前に、位置合せを行い、剥離手段３０にお
いて、適切な位置に処理対象積層体６が配置されるようにする。位置合せ部７１は、搬送
手段４０の走行路４６に沿って（走行路４６に面して）設置すると、ロボットの走行方向
（Ｘ）、アームの伸ばし方向（Ｙ）、ロボットの回転（θ）の３点にて位置決めができる
ので、高い精度の位置決めができて好ましい。なお、スペースの効率面や位置合せ後に搬
送する複数の剥離手段との距離が等しいなどの利点を考慮し、位置合せ部７１を搬送手段
４０の走行路４６の延長線上に配置することも好ましい。
【００５５】
　以下、本実施形態を実施例に基づいて詳細に説明する。尚、本発明の構成は以下の構成
に限定されるものではない。
【００５６】
　＜実施例（１）＞
　本実施形態におけるサポートプレート剥離装置の一実施例として、以下のような手法に
よって洗浄処理及び除去処理を行ない、処理後のウエハ表面の残渣を評価した。
【００５７】
　（１－１）処理対象積層体
　本実施例では、直径２００ｍｍのベアシリコン基板を、図１（ｂ）のウエハＷとして用
いた。ベアシリコン基板の片面に、アクリル系の接着剤を層厚１５μｍとなるよう塗布し
て接着剤層３（図１（ｂ））を形成した。尚、本実施例では、便宜上、図１（ｂ）に示し
たダイシングテープ４及びダイシングフレーム５は用いていない。
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【００５８】
　また、本実施例では、洗浄液によってベアシリコン基板の片面を洗浄した後のものを処
理対象積層体として用いた。そのため、図１（ｂ）のサポートプレート２も用いておらず
、シリコン基板の薄化も行なっていない。
【００５９】
　（１－２）洗浄手段
　ＰＧＭＥＡを洗浄液として用いて、上述した処理対象積層体の接着剤層３形成面の中心
部分に滴下（３０ｍｌ／分）し、処理対象積層体をスピンさせながら行なうスピン洗浄を
行なった。スピンは、処理対象積層体の接着剤層３形成面とは反対側の面を、回転台に載
置して、処理対象積層体の厚さ方向に沿った軸を回転軸として回転させることによって行
なった。洗浄時間は５分間とした。
【００６０】
　（１－３）除去手段
　除去手段を用いて、酸素プラズマ処理を行なった。酸素プラズマ処理は、処理室内の温
度を６０℃、真空度を６３Ｐａ、酸素ガスを１Ｌ／分、ＲＦ出力を３００Ｗとする条件下
において行なった。処理時間は１分とした。
【００６１】
　以上の各処理を経て得られたベアシリコン基板の片面の接着剤残渣を、Ｘ線光電子分光
分析装置（ＸＰＳ）を用いてスポットサイズ８００μｍにて表面分析を行って評価した。
本実施例では、ＸＰＳを用いて、ベアシリコン基板の片面の残渣炭素を測定した。
【００６２】
　表１は、有機成分である接着剤に由来する炭素のピークが現れる２８５ｅＶ付近のピー
ク強度の酸素プラズマ処理時間依存性について示したものである。表１から、本実施例の
除去手段を用いて酸素プラズマ処理することにより、処理開始から１分後には残渣をほぼ
除去できることを確認した。これは、図１（ａ）及び（ｂ）に示したようなダイシングテ
ープに固定された薄化されたウエハから、溶剤を用いてサポートプレートを剥離し、その
後の洗浄液による洗浄によってもウエハの剥離面から除去しきれなかった接着剤の残渣を
除去できることを意味する。
【００６３】
【表１】

【００６４】
　以上のことから、本実施形態におけるサポートプレート剥離装置によれば、接着剤層を
溶解して、ダイシングテープに固定された薄化されたウエハからサポートプレートを剥離
し、その後に、洗浄液による洗浄によっても除去しきれなかった接着剤の残渣を、酸素プ
ラズマをウエハの剥離面に供給するという簡易な手法によって除去することができる。こ
のことは、ウエハの性能劣化を抑制し、信頼性の高いウエハの提供に寄与することができ
ることを意味する。
【００６５】
　〔第２の実施形態〕
　以下に、本発明に係る支持板剥離装置の第２の実施形態であるサポートプレート剥離装
置について、図面を参照しつつ説明する。
【００６６】
　上述した第１の実施形態のサポートプレート剥離装置に設られている除去手段は、ウエ
ハの剥離面に対してプラズマ処理を施す構成であるのに対して、本実施形態のサポートプ
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ように構成されている。そこで、以下では、他の構成については説明を省略し、除去手段
の構成のみを説明する。
【００６７】
　オゾン処理とは、オゾンを発生させて、分解して活性酸素を発生させ、この活性酸素に
よって、ウエハの剥離面に残留する接着剤を分解・除去する処理のことをいう。オゾンの
発生方法は、特に限定されるものではなく、例えば、処理室内の空気中に含まれる酸素を
紫外線照射によってオゾンに変えてもよく、あるいは、オゾンを供給する装置を用いて、
処理室内にオゾンを直接導入してもよい。
【００６８】
　本実施形態のサポートプレート剥離装置に設られている除去手段として、紫外線（ＵＶ
）ランプを用いて活性酸素を発生させる構成を用いる場合、ＵＶランプとしては、波長１
７２～３００ｎｍの紫外線を照射できるものが好ましい。
【００６９】
　以下、本実施形態を実施例に基づいて詳細に説明する。尚、本発明の構成は以下の構成
に限定されるものではない。
【００７０】
　＜実施例（２）＞
　本実施形態におけるサポートプレート剥離装置の一実施例として、以下のような手法に
よって洗浄処理及び除去処理を行ない、処理後のウエハ表面の残渣を評価した。
【００７１】
　（２－１）処理対象積層体
　本実施例では、上記した実施例（１）のベアシリコン基板の代わりに、直径１５０ｍｍ
のシリコンウェハ表面に真空スパッタリング方式によってアルミを蒸着させたものを、図
１（ｂ）のウエハＷとして用いた以外は、実施例（１）の処理対象積層体と同じものを用
いた。
【００７２】
　（２－２）洗浄手段
　また、洗浄手段による洗浄も上記した実施例（１）と同じ条件とした。
【００７３】
　（２－３）除去手段
　除去手段を用いて、オゾン処理を行なった。オゾン処理は、ＵＶオゾン洗浄装置（テク
ノビジョン製：モデルＵＶ－２０８型）を用いて行ない、装置内部（処理室）に処理対象
積層体を配置してオゾン処理を行なった。処理室内の温度は室温とした。オゾン処理では
、２種類の波長のＵＶ照射が行なわれることによってオゾンの発生と分解を行い、発生さ
せた活性酸素により、処理対象積層体の残渣除去を行う。具体的には、第１段階として波
長１８５ｎｍの紫外線を処理室内に照射しオゾンを発生させる。続いて、第２段階として
波長２５４ｎｍの紫外線を照射することでオゾンを分解し、活性酸素を発生させる。
【００７４】
　アルミ表面膜ウエハの片面の接着剤残渣は、実施例（１）と同じく、Ｘ線光電子分光分
析装置（ＸＰＳ）を用いてスポットサイズ８００μｍにて表面分析を行って評価した。
【００７５】
　表２は、有機成分である接着剤に由来する炭素のピークが現れる２８５ｅＶ付近のピー
ク強度の酸素プラズマ処理時間依存性について示したものである。表２から、本実施例の
除去手段を用いてオゾン処理することにより、処理開始から２分後には残渣をほぼ除去で
きることを確認した。これは、図１（ａ）及び（ｂ）に示したようなダイシングテープに
固定された薄化されたウエハからサポートプレートを剥離し、その後の洗浄液による洗浄
によっても除去しきれなかった接着剤の残渣を除去できることを意味する。
【００７６】



(11) JP 2010-3748 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

【表２】

【００７７】
　以上のことから、本実施形態におけるサポートプレート剥離装置によれば、接着剤層を
溶解して、ダイシングテープに固定された薄化されたウエハからサポートプレートを剥離
し、その後に、洗浄液による洗浄によっても除去しきれなかった接着剤の残渣を、オゾン
処理という簡易な手法によって除去することができる。このことは、ウエハの性能劣化を
抑制し、信頼性の高いウエハの提供に寄与することができることを意味する。
【００７８】
　〔第３の実施形態〕
　以下に、本発明に係る支持板剥離装置の第３の実施形態であるサポートプレート剥離装
置について、図面を参照しつつ説明する。
【００７９】
　上述した第１の実施形態のサポートプレート剥離装置に設られている除去手段は、ウエ
ハの剥離面に対してプラズマ処理を施す構成であるのに対して、本実施形態のサポートプ
レート剥離装置に設けられている除去手段は、ウエハの剥離面に対して紫外線処理を施す
ように構成されている。そこで、以下では、他の構成については説明を省略し、除去手段
の構成のみを説明する。
【００８０】
　紫外線処理とは、紫外線照射装置（例えば、ＵＶランプ）から紫外線（ＵＶ）をウエハ
の剥離面に、もしくは剥離面近傍に照射することによって、ウエハの剥離面に残留する接
着剤を除去する処理のことをいう。
【００８１】
　ここで、上記した第２の実施形態において、紫外線照射によってオゾンを発生させて、
オゾンの分解によって生じた活性酸素によって、ウエハの剥離面に残留する接着剤を分解
・除去する構成について説明したが、本実施形態の除去手段は、ＵＶを照射することによ
って、上記したオゾン処理と同じメカニズムでウエハの剥離面に残留する接着剤を活性酸
素によって分解・除去する構成も含まれるが、オゾン及び活性酸素が発生しない条件下に
てＵＶを照射することによって当該接着剤を除去する構成も含まれる。
【００８２】
　すなわち、本実施形態のサポートプレート剥離装置に設られている除去手段は、ＵＶラ
ンプを具備している。ＵＶランプは、洗浄液によってウエハの剥離面が洗浄された後の処
理対象積層体を収容することができる処理室の内部に配置するか、もしくは処理室に設け
た窓の外側に配置することができる。これにより、ウエハの剥離面に、もしくは剥離面近
傍にＵＶを照射できるように構成されている。
【００８３】
　ＵＶランプとしては、波長１７２～３００ｎｍの紫外線を照射できるものが好ましい。
【００８４】
　以上のことから、本実施形態におけるサポートプレート剥離装置によれば、接着剤層を



(12) JP 2010-3748 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

溶解して、ダイシングテープに固定された薄化されたウエハからサポートプレートを剥離
し、その後に、洗浄液による洗浄によっても除去しきれなかった接着剤の残渣を、ＵＶ処
理という簡易な手法によって除去することができる。このことは、ウエハの性能劣化を抑
制し、信頼性の高いウエハの提供に寄与することができることを意味する。
【００８５】
　尚、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種
々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わ
せて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００８６】
　本発明に係る支持板剥離装置によれば、接着剤によってウエハに貼着された支持板を、
当該ウエハから剥離させた際にも、ウエハの剥離面に接着剤を残留させることなく、良好
に剥離工程を完了させることができる。本発明は、たとえば、微細化された半導体装置の
製造に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明に係る支持板剥離装置の一実施形態であるサポートプレート剥離装置の処
理対象である処理対象積層体の構成を示したものであり、（ａ）は斜視図であり、（ｂ）
は（ａ）に示す切断線Ａ－Ａ’において処理対象積層体を切断した状態を示した矢視断面
図である。
【図２】図１に示した処理対象積層体の形成工程を説明した斜視図である。
【図３】本発明に係る支持板剥離装置の一実施形態であるサポートプレート剥離装置の一
部の構成を示す図である。
【図４】本発明に係る支持板剥離装置の一実施形態であるサポートプレート剥離装置の一
部の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００８８】
２　サポートプレート（支持板）
２ａ　貫通穴
３　接着剤層
３’　接着剤液
４　ダイシングテープ
５　ダイシングフレーム
６　処理対象積層体
１０　グラインダー
２０　処理対象積層体収納部
３０　剥離手段
３０ａ　溶解処理体
３０ｂ　サポートプレート搬送体
３２　溶剤注入プレート
３４　保持移動手段
３６　処理台
３８　水平移動手段
３９　待機位置
４０　搬送手段
４２　搬送ロボット
４４ａ　連結アーム
４４ｂ　ハンド
４６　走行路
５０　洗浄手段
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５２　第１洗浄ユニット
５４　第２洗浄ユニット
５５　処理台
５６　洗浄プレート
５７　保持移動手段
５８　水平移動手段
５８ａ　走行路
６０　除去手段
７０　サポートプレート収納部
７１　位置合せ部
８０　サポートプレート剥離装置（支持板剥離装置）
Ｗ　ウエハ
Ｗ－ａ　剥離面
Ｗ－ｂ　裏面

【図１】 【図２】
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